
（建築協定書モデル案） 

 

○○○○建築協定書  

 (目的 ) 

第 1条  本 協 定 は ， 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25年 法 律 第 201号 ） 及 び 神 戸 市 民 の 住 環 境 等 を ま も り そ だ て

る 条 例 （ 平 成 ６ 年 ３ 月 条 例 第 51号 ） に 基 づ き ， 本 協 定 第 ５ 条 に 定 め る 区 域 （ 以 下 ｢建 築 協 定 区

域 ｣とい う 。） に おけ る 建築 物 の敷 地 ，位 置， 構造 ， 用途 ， 形態 ，意 匠及 び 建築 設 備に 関す る基

準について協定し，住宅地としての環境を高度に維持し，かつ増進することを目的とする。  

（名称）  

第 2条  この協定は「○○○○建築協定」と称する。  

（定義）  

第 3条  この協定における用語の定義は，建築基準法及び建築基準法施行令 (昭和 25年政令第 338号）

に定めるところによる。  

（協定の締結）  

第 4条  この協定は，次条に定める建築協定区域内の土地の所有者並びに建築物の所有を目的とす

る地上権者及び賃借権者（以下単に「土地の所有者等」という。）全員の合意により締結する。  

（建築協定区域）  

第 5条  こ の 協 定 の 建 築 協 定 区 域 は 、 神 戸 市 ○ ○ 区 ○ ○ 町 ○ 丁 目 の う ち 、 別 図 に ○ ○ ○ ○ 建 築 協

定区域として図示する区域とする。  

（建築協定区域隣接地）  

第 6条  こ の 協 定 の 建 築 協 定 区 域 隣 接 地 は 、 神 戸 市 ○ ○ 区 ○ ○ 町 ○ 丁 目 の う ち 、 別 図 に ○ ○ ○ ○

建築協定区域隣接地として図示する区域とする。  

（建築物の基準）  

第 7条  建築協定区域内の建築物の敷地，位置，構造，用途，形態，意匠及び建築設備は，次の各

号に定める基準によらなければならない。  

(1)  

(2)  

 ：  

（運営委員会）  

第 8条  この協定の運営に関する事項を処理するため，○○○○建築協定運営委員会（以下「委員

会」という。）を設置する。  

２  委員会は、土地の所有者等の互選により選出される委員○名をもって組織する。  

３  委員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。  

４  補欠の委員の任期は，前任者の残存期間とする。  

（役員）  

第 9条  委員会に次の役員をおく。  

  委員長    １名  

 副委員長   ○名  

  会計     １名  

２  委員長は委員の互選により選出する。  

３  委員長は，委員会を代表し，協定運営の業務を統括する。  

４  副委員長及び会計は，委員の中から委員長が委嘱する。  

５  副 委員 長は， 委員 長を補 佐し ，委員 長が 欠けた とき 又は委 員長 に事故 ある ときは ，こ れを代

理する。  

６  会計は，委員会の経理に関する事務を処理する。  

（経費の負担）  

第 10条  土地の所有者等は，委員会の運営に必要な経費を負担しなければならない。  

（委員会の細則）  

第 11条  この協定に規定するもののほか，委員会の組織，運営及び議事に関して必要な事項は，委

員会が別に定める。  

すべての地番を記載する必要はありません。 
「別図に図示する区域」としてください。 



（事前協議）  

第 12条  建築協定区域において，建築物の建築，用途の変更，修繕，模様替え等の行為（以下「建

築等 」 とい う。） を行 お うと す る土 地 の所 有者 等は ， 建築 等 に着 手す る前 に ，当 該 建築 等が 第 7

条の 基 準に 適 合す る も ので あ るこ と につ い て ，委 員 会と 協 議し ， そ の承 認 を受 け なけ れ ば なら

ない 。 なお 、 市又 は 指 定確 認 検査 機 関の 確 認 又は 通 知を 要 する 建 築 等に つ いて は ，確 認 の 申請

書又 は 計画 の 通知 書 を 市又 は 指定 確 認検 査 機 関に 提 出す る 前に ， 委 員会 の 承認 を 受け な け れば

ならない。  

（権利の移転等の届出等）  

第 13条  土地の所有者等は，土地の所有権又は建築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権の

移転 又 は設 定 を行 お う とす る とき は ，あ ら か じめ ， その 旨 を委 員 会 に届 け 出る と とも に ， 当該

移転又は設定を受けようとするものに対し，協定内容を知らせなければならない。  

（協定違反があった場合の措置）  

第 14条  第７条に規定する基準に違反した土地の所有者等があった場合は，委員長は，委員会の決

定に 基 づき ， 当該 土 地 の所 有 者等 に 対し て ， 当該 違 反行 為 の中 止 又 は是 正 を請 求 し， か つ ，文

書を も って 相 当の 猶 予 期間 内 に当 該 違反 行 為 を是 正 する た めの 必 要 な措 置 を取 る こと を 請 求す

るものとする。  

２  前項の請求があった場合，当該土地の所有者等は，遅滞なくこれに従わなければならない。  

（裁判所への提訴）  

第 15条  前条第１項の規定による請求があった場合において，当該土地の所有者等がその請求に従

わな い とき は ，委 員 長 は， 委 員会 の 決定 に 基 づき ， その 強 制履 行 又 は当 該 土地 の 所有 者 等 の費

用をもって第三者にこれを行わせることを裁判所に請求するものとする。  

２  前項の裁判，強制履行等に要する費用は，当該土地の所有者等の負担とする。  

（協定の変更・廃止）  

第 16条  この協定の建築協定区域，建築物に関する基準，有効期間又は協定違反があった場合の措

置を変更しようとするときは，土地の所有者等の全員の合意によらなければならない。  

２  こ の協 定を廃 止し ようと する ときは ，土 地の所 有者 等の過 半数 の合意 によ らなけ れば ならな

い。  

（協定の有効期間）  

第 17条  こ の 協 定 の 有 効 期 間 は ， 法 第 73条 第 1項 の 規 定 に よ る 神 戸 市 長 の 認 可 の 日 か ら 起 算 し て ○

年とする。  

２  この協定の違反者の措置に関しては，この協定は期間終了後もなお効力を有する。  

附  則  

１  この協定は，法第 73条第 1項の規定による神戸市長の認可のあった日から効力を生ずる。  

２  こ の協 定の発 効の 際，現 に存 する建 築物 又は現 に建 築等の 工事 中の建 築物 （以下 「既 存建築

物」とい う。）に ついて は，この 協定の規 定は 適用しな い。ただ し， この協定 の発効後 に既 存

建築物の建築等を行う場合は，当該建築等に係る部分についてはこの限りでない。  

３  こ の協 定書は ３部 作成し ，２ 部を神 戸市 長に提 出し ，１部 を委 員会が 保管 し，そ の写 しを土

地の所有者等の全員に配布する。   


